
 

住居衛生推進事業実施要領 

 

 １ 目 的 

 この要領は、地域保健法(昭和22年９月５日法律第101号)第６条第４号に規定する住宅に係

る環境の衛生に関する事項及び第18条第２項に基づく事業を具体に推進するための事業(「住

居衛生推進事業」と称し、以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、市民の健

康を支える快適な住まいの環境の確保を図ることを目的とする。 

 

 ２ 定義 

  この要領において、「住居衛生」とは、市民の生活の質を高め、健康を支える望ましい住ま

いの環境のことをいう。 

 

３ 実施機関 

  事業は、健康局生活衛生部生活衛生課(以下「生活衛生課」という。)、各生活衛生監視事務

所及び各区保健業務主管課が環境科学研究センター並びにその他関係機関の協力を得て実施

するものとする。 

 

４ 事業の内容 

  事業は次に掲げる項目及びその他住居衛生を確保するための項目について実施する。 

（１）住居衛生に関する啓発 

   生活衛生課、各生活衛生監視事務所及び各区保健業務主管課は、情報の収集及び提供、広

報資料の作成をはじめ、市民を対象とした講習会及び健康展などの取り組みを通じ、情報提

供と啓発活動を実施する。 

ア 生活衛生学習会の実施 

イ 健康展等への参画 

ウ 啓発リーフレット等の作成 

（２）住居衛生に関する相談  

 各区保健業務主管課は、市民からの相談に対応する。各生活衛生監視事務所は、市民から

の相談に対応するとともに、必要に応じ、室内の環境測定や住まい方のチェックを行い、具

体的なアドバイスを行う。 

ア 住居衛生(シックハウス等)相談対応並びに調査の実施 

イ 住まいの虫相談窓口の開設 

（３）住居衛生連絡検討委員会の設置 

  生活衛生課は、事業に関する必要な意見交換及び情報の収集並びに共有化等を行うため、

関係機関で構成する「住居衛生連絡検討委員会」を、必要に応じ設置する。 

（４）事業の充実 

  関係団体や本市関係部局と情報交換を行い、事業の充実を図る。 

 

５ その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

 

附則 

この要領は、平成13年４月２日から施行する。 

附則 

この要領の一部改正は、平成21年４月１日から施行する。 

附則 

この要領の一部改正は、平成24年４月１日から施行する。 

附則 



  

この要領の一部改正は、平成29年４月１日から施行する。 

附則 

この要領の一部改正は、令和７年４月１日から施行する。 


